
第
七
条
衛
視
一

附
則

こ
の
規
程
は
、

衛
視
又

第
六
条
院
内
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
入
口
に
お
い
て
衛
視
又
は
警
察
官
に
記
章
及
び
帯
用
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
院
内
を
通
行
す
る
者
は
、
衛
視
又
は
警
察
官
か
ら
記
章
及
び
帯
用
証
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
何
時
で
も
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば

第
三
条
帯
用
証
に
は
、
そ
の
裏
面
に
別
表
二
の
記
章
帯
用
心
得
を
掲
載
す
る
。

第
四
条
記
章
は
、
在
院
の
間
、
常
に
胸
部
左
方
の
見
易
い
所
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
記
章
は
、
所
定
の
帯
用
者
以
外
の
者
が
帯
用
し
た
と
き
、
又
は
帯
用
証
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
こ
れ
を
添
え
な
い
と
き
は
、
通

2第2
一

第
一
条
院
内
（
議
事
堂
の
囲
障
内
）
に
出
入
す
る
者
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
記
章
を
帯
用
し
、
帯
用
証
の
定
め
の
あ
る
も
の
は
同
時
に
こ
れ

を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
院
内
の
参
観
を
許
可
さ
れ
た
者
及
び
公
衆
傍
聴
券
を
所
持
す
る
傍
聴
人
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
両
議
院
の
議
員
は
、
記
章
帯
用
の
有
無
を
問
わ
ず
自
由
に
院
内
に
出
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
記
章
及
び
帯
用
証
の
種
類
並
び
に
そ
の
所
管
、
帯
用
者
及
び
通
用
制
限
は
、
別
表
一
の
通
り
と
す
る
。

両
議
院
の
議
員
は
、
記
章
帯
用
の
有
無
を
問
わ
ず
｛

一
条
記
章
及
び
帯
用
証
の
種
類
並
び
に
そ
の
所
管
、

な
ら
な
い
。

用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

記
章
の
様
式
は
、
別
に
定
め
警
務
課
事
務
室
に
掲
一

別
に
定
め
警
務
課
事
務
室
に
掲
示

は
警
察
官
は
、

参
議
院
記
章
規
程

昭
和
四
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 す

る
。

こ
の
規
程
そ
の
他
諸
般
の
取
締
り
に
違
反
し
た
者
の
記
章
及
び
帯
用
証
を
引
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
蝿
謬
一
鯉
扉
継
僻
一
）
註
一
諦
淫
］

最
新
改
正
令
和
七
・
八
・
一

（
昭
和
四
十
七
年
八
月
十
四
日
事
務
総
長
決
定
）



附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

こ
の
規
程
は
、

附
則

（
昭
五
○
・
五
・
二
九
）

昭
和
五
十
年
九
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
五
二
・
九
・
五
）

昭
和
五
十
二
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
七
・
二
・
六
）

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
〃

（
平
一
一
・
四
・
五
）

平
成
十
一
年
四
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
一
一
・
一
○
・
二
八
）

平
成
十
一
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
一
二
・
一
・
一
二

平
成
十
二
年
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
二
二
・
一
○
・
二
九
）

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
二
三
・
一
・
二
七
）

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
二
三
・
七
・
二
七
）

平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
元
・
九
・
一
九
）

令
和
元
年
九
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
三
・
三
・
一
二
）

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
七
・
七
・
八
）



別
表 こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

一
一
一

一
一

一

さ 参
議
院
前
議
員

常
用
証
薊
記
第
一

裳書

衆
議
院
議
員
記
章

参
議
院
議
員
記
章

記
章
及
び
帯
用
証

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

所
管

参
塞
璋
障
些
通
念
峰
暑
畢
権
禮
睡
の

毒
具
お
っ
迄
穂
が

奎
簔
毒
腱
院
害
毒
零
惣
総
営
衣
表
套
の

つ
老
血
睾
伺

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

帯
用
者

入
宿
場
で
去
宇
な
い
。

公
務
員
席
又
は
公

衆
席
に
限
り
入
場

で
き
匂

瓠
金
契
妾
睡
蝿
た

だ
Ｌ
国
務
太
良

副
本
匡
副
量
亘
、

大
臣
埋
塗
昌
写
菅

政
掻
亘
及
亜
壷
乗

の
発
議
者
又
は
提

塞
委
呆
あ
る
者
厩

当
該
席
に
限
り
入

場
で
き
匂

議
場
一
傍
聴
席
一
委
員
会
議
室
一
通
行
区
域

通
用
制
限



八 七
一
ハ 五 四

ざ 記
者
記
章
第
一
種

帯
用
証
薊
記
壺
ハ
号
様

き 公
務
員
記
章

誉
出
聖
証
印
型
計
塞
丞
立

裳

秘
書
官
記
章

舞
閑
証
印
記
篭
而
喜
様

さ ざ

重篝
別
補
佐
人
記
章

罰
記
第
二
号
様

ざ 衆
議
院
前
議
員
記
章

常
用
証
薊
記
第
二
号
様

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

薯冒
雲
の．

雫
こ
茎 雫

者

つ
た

入
種
麺
で
去
予
な
い
。

入
疸
勿
で
去
予
な
い
。

壇
上
に
限
り
事
務

上
一
時
的
に
入
場

で
き
匂

零
入

武
俗
湯
で
髪
〉
な
い
。

新
聞
記
者
席
に
限

り
入
場
で
さ
匂

公
務
員
席
に
限
り

入
場
で
さ
句

公
務
員
席
に
限
り

入
場
で
き
匂

公
務
員
席
又
は
公

衆
席
に
限
り
入
場

薑



一
一
一

一
一

一

○ 九

参
議
院
議
員
秘
書
記
章

諾
用
証
耳
幕
証
明
書

即
雪
鴎
評
喜
様
さ

新
聞
連

蕾
用
証

さ

絡
員
記
章

印
型
憩
弟
八
具
様

外
国
記
者
記
章

帯
用
証
薊
罰
篭
措

き

橇

ざ 記
者
記
章
第
種

當
閑
証
印
記
第
ハ
号
様

参
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

参
議
院
議
員
秘
書

邇
誌
哲
貝

の

§
方
向
琴
外
の
一
醇
有

瓠
浴
場
で
芸
〉
な
い
。

入
種
勿
で
蛍
〉
な
い
。

◆

入
宿
場
で
去
宇
な
い
。

入
種
勿
で
芸
〉
な
い
。

埜
瀦
霊
諏
韮
Ｉ
り

臺

限

膿

新
聞
記
者
席
に
限

り
入
場
で
き
匂

限



一
一
ハ

一

五

一

四

一
一
一
一

衆
議
院
政
党
事

記
章
挙
閑
証
即
記
第

様
さ

務
長

一
三
号

参
議
院
政
党
事
務
員

記
章
（
乙
）

常
用
証
印
詑
第
一
二
号

様
さ

参
議
院
政
党
事
務
員

記
章
（
甲
）

當
用
証
罰
記
第
二
号

様
さ

衆
議
院
議
員
秘
書
記
章

常
用
証
葺
分
証
盟
言

薊
記
第
一
○
号
様
さ

衆
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

長

震
の

；

右
罫
外
の
宏
塞
睡
院

今
蕊
響
霧
管
貝

の

臺
薩
閃
藍
謹
子

ゑ
涙
妻
頁

衆
議
院
議
員
秘
書

入
桓
勿
で
去
》
な
い
。

「
△
湯
で
蛍
〉
な
い
。

入
種
勿
で
去
手
な
い
。

訓
令
湯
で
髪
￥
な
い
。

蕊
謹 零

公
務
自
席
に
限
り

入
場
で
き
匂

き
る のる



芥
議
陽
脂
匡
自
翼

一

一

○

一

九

一

八

一

七

記
章

奎
皇

参
議
院
職
員
記
章

裳
閑
証
倉
努
話
望
巳

衆
議
院

記
章
借
用
証

様
さ

政
党
事
務
員

薊
記
第
一
三
号

館会国
立
国
図
書

衆
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

国
￥
里

：

香
墨

書
審
貝

員篝
の

：
可
△
湯
で
去
干
な
い
。

入
桓
勿
で
去
》
な
い
。

特
脹
垢
狙
疋
さ
れ
た

唾
瞥
貝
の
ほ
か
入
種
勿

呑
妾
睡
い

入
桓
勿
で
去
手
な
い
。

Ｇ

７

参

議

院

傍

聴

席

出

入
証
を
所
持
す
る

者
は
公
務
員
席
又

は
公
衆
席
に
入
場

で
き
Ｑ
憾
鵡
事
務

連
絡
の
た
め
衆
議

院
議
貝
席
に
入
場

で
き
匂

事
務
上
一
時
的
に

入
場
で
き
Ｑ

ゞ

震



一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一

ざ

墓臺
出
入
記
章
（
甲
）

薊
説
第
一
余
昇
様

さ 参
議
院
準
職
員

彗
閑
証
即
顎
第
二

震

参
議
院
前
職
員

措
坦
証
印
記
第

様
さ

記
章
二
号

参
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

剰
麺
巽
唾
員
瓢
垂
雇
条
ｕ
用

務
の
弁
瓶
陛
世
Ｌ
向
議
院

に
、
山
人
の
泌
篭
乗
砂
の
ｏ

者 参
謹
唾
挙
艤
背
里

議
員
自
家
用
車
運
転

壬
食
嘉
挫
杳
冠
ず

こ
れ
握
手
畠
者

貝
壜

訓
金
禦
妾
睡
蝿
た

だ
Ｌ
議
員
節
邸
有

と
し
て
届
出
の
あ

っ
た
者
ば
入
場
で

き
ａ

入
疸
勿
で
き
〉
な
い
。

入
桓
勿
で
去
子
な
い
。

入
種
勿
で
き
〉
な
い
。

弧
俗
湯
で
き
な
い
。

馳
概
鯆
眺
限
り
入

と
し
て
届
出
の
あ

っ
た
者
は
入
場
で

き
る
ほ
畷
私
設
議

員
秘
菫
昇
董
謹
蓮

絡
の
た
め
入
場
で

薑
入
桓
勿
で
去
瑳
な
い
。

入
桓
勿
で
芸
子
な
い
。

本
〈
何
の
ル
妻
尾
媚

壼
牛
診
全
区
珪
跳
に

限
亨
ａ



一

一

八

一

モ

一

ヱ
ハ

一

一

五

一

一

四

放
送
関
係
者
腕
章

新
聞
連
絡
員
腕
章

衆
議
鯉
惹
督
罰
童
里
第

一
種

誉
閑
註
罰
記
第
一
血
号
様

さ ざ

章
（
乙
）

一
八
宜
互
様

参
議
院

参
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

衆
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
実
況
甲

薑

の

用
務
の
た
め
謄
鰐
澤
哩
議

院
澤
脂
四
人
の
慨
誼
誌
か
あ

》
ｇ
者

面
会
者

入
疸
勿
で
去
字
な
い
。

入
桓
勿
で
麦
￥
な
い
。

入
桓
勿
で
去
｝
な
い
。

冠
△
湯
で
芸
〉
な
い
。

「
△
湯
で
麦
〉
な
い
。

近
疋
、
但
軍
打
仁
浪

入
桓
勿
で
麦
￥
な
い
。

入
桓
勿
で
去
辛
な
い
。

入
桓
麺
で
去
手
な
い
。

軒
竺
正
、
禾
菖
屋

雲

新
聞
記
者
席
に
限

り
入
場
で
言
匂

入
桓
麺
で
き
な
い
。

入
桓
勿
で
き
》
な
い
。

入
桓
勿
で
蛍
〉
な
い
。

識：
街
娼
歴
の
絵
語
即
を

臺



一
一
一
一
一

一
一
一
一

一

一
一
一
一

一
一

己

一

冗

白
色
リ
ボ
ン
章

赤
色
リ
ボ
ン
章

黄
色
リ
ボ
ン
章

青
色
且
ボ
ン
章

工
事
関
係
者
腕
章

参
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

事
務
局

等

の
同
樫
峰
有

委
員
会
等
の
傍
聴
人

麦誕

釜
入
種
勿
で
去
字
な
い
。

入
桓
勿
で
去
予
憩
い
。

入
桓
勿
で
き
浄
な
い
。

入
種
麺
で
き
〉
な
い
。

入
桓
勿
で
蛍
〉
な
い
。

入
疸
麺
で
き
テ
な
い
。

「
合
湯
で
去
手
な
い
。

可
△
湯
で
去
崇
な
い
。

入
桓
勿
で
き
〉
な
い
。

入
種
勿
で
去
予
な
い
。

！
入
鍾
勿
で
き
￥
な
い
。

霊
の
鬘
讓

室
に
唇
婁
で

薑
菱
ｋ
傍

聴
鑿
臺
菫

窪
の
鬘
讓

室
に
唇
婁
で

薑 窪
の
鬘
議

室
に
唇
婁
で

薑

：
児

薑；
会
で

則
獺
雫
内
の
所
堅
疋

の
区
域
に
限

》
Ｑ

堅臺
曇

壁
本
〈
付
の
少
要
塁
狛

壼
牛
；
旦
込
珪
獣
に



一
一
エ
ハ 五

一
一

画

さ菫

臺
豊

さ菫

臺
瘻

ざ 参
議
院
特
別
通
行
記
章

措
坦
誰
薊
記
第
一
二
号
様

衆
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

参
議
院

事
務
局

衆
議
院
議
員
配
偶
者

参
議
院
議
員
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入
桓
勿
で
去
予
な
い
。

入
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麹
で
き
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で
去
字
な
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で
去
学
な
い
。

入
桓
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去
巌
い
。

艫
準
鮒
徽
灘
恥
た

入
桓
勿
で
蛍
》
な
い
。
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別
表
二

一
本
記
章
を
帯
用
す
る
者
は
、
本
証
を
共
に
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
記
章
は
、
胸
部
左
方
見
易
い
所
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
議
院
内
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
入
口
に
お
い
て
、
衛
視
又
は
警
察

官
に
、
記
章
及
び
本
証
を
必
ず
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
在
院
の
問
帯
用
し
、
衛
視
又
は
警
察
官
か
ら
記
章
及
び
本
証
の
提
示
を
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
い
つ
で
も
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
記
章
及
び
本
証
は
、
こ
れ
を
他
人
に
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

五
記
章
及
び
本
証
を
破
損
し
、
若
し
く
は
紛
失
し
た
と
き
、
又
は
帯
用
期
間
が
過
ぎ

た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
担
当
院
の
事
務
局
警
務
部
に
届
出
又
は
返
還
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

六
記
章
及
び
本
証
の
提
示
を
拒
み
、
又
は
議
院
内
の
諸
般
の
取
締
り
に
違
反
し
た
と

き
は
、
そ
の
情
状
に
よ
り
こ
れ
を
引
上
げ
る
こ
と
が
あ
る

記
章
帯
用

「

心

得
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か
ら
第
八
号
様
式

記章及び本カード帯用心得

1．記章及びカードは、議院内に在る

間、胸部見やすい所に着けなけれ

ばならない。

2．記章及びカードは、他人に貸与し

又は譲渡してはならない。

3．記章及びカードを破損し、若しく

は紛失したとき、又は帯用事由を

失ったときは、速やかに担当院の

警務部に届け出又は返還しなけれ

ばならない。

4． この心得に違反したとき、又は議

院内の秩序を乱したときは、記章

及びカードを弓|き上げることがあ

る。

※写真付きでないカード帯用者は、

必ず写真付き身分証明書又はこれ

に相当するものを携帯すること。

参議院警務

衆議院警務

弛
紅
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（注意事項）

1 この証明書は、議員秘書記章を帯用するときは、共に携帯しなければなら

ない。その際、記章は、左胸部の見やすい場所に付けなければならない。

2議院内を通行しようとするときは、その入口において、衛視又は警察官に、

この証明書を記章とともに提示しなければならない。

3 この証明書及び記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 この証明書及び記章を破損し、又は紛失したときは、速やかに発行機関に

届け出なければならない。

5 この証明書及び記章の帯用事由を失ったときは、速やかにこれらを発行機

関に返還しなければならない。

6 この注意事項に違反し、又は議院内の秩序を乱したときは、 この証明書及

び記章を引き上げることがある。

※折り曲げると使用できなくなる場合があります。

備考

帯用者からの申出があった場合には、注意事項の上部に生年月日及び住所を

掲載する。



別
記
第

記章帯用心得

1本記章を帯用する者は、本証を共に携帯しなければならない。

2記章は、胸部左方見易い所につけなければならない。

3議院内を通行しようとするときは、その入口において、衛視又は

警察官に、記章及び本証を必ず提示しなければならない。

なお、在院の間帯用し、衛視又は警察官から記章及び本証の提示

を求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

4記章及び本証は、 これを他人に貸与してはならない。

5記章及び本証を破損し、若しくは紛失したとき、又は帯用期間が

過ぎたときは、すみやかに担当院の事務局警務部に届出又は返還し

なければならない。

6記章及び本証の提示を拒み、又は議院内の諸般の取締りに違反し

たときは、その情状によりこれを引上げることがある。

一
一

号
様
式
、
第
一
一
一

号
様
式
、
第
一
七
号
様
式
及
び
第
一
一
一
一
一

号
様
式



別
記
二
二
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様
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六五四
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

三
本
記
章
で
は
、
傍
聴
席
及
び
委
員
会
議
室
に
入
場
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
開
会
式
等
が
行
わ
れ
る
と

二
院
内
を
通
行
す
る
と
き
は
、
そ
の
入
口
に
お
い
て
、
衛
視
又
は
警
察
官
に
、
記
章
及
び
本
証
を
必
ず

一
本
記
章
を
帯
用
す
る
と
き
は
、
本
証
を
常
時
携
帯
し
、
記
章
は
胸
部
見
や
す
い
所
に
着
け
て
く
だ
さ

き
は
、
院
内
の
通
行
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

、
Ｄ
Ｏ

Ｉ

院
内
で
は
、
衛
視
又
は
警
察
官
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

院
内
の
用
務
が
終
了
し
た
と
き
は
、
記
章
及
び
本
証
を
必
ず
議
員
事
務
室
に
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

記
章
及
び
本
証
を
破
損
し
、
又
は
紛
失
し
た
と
き
は
、
議
員
事
務
室
を
通
じ
て
、
速
や
か
に
警
務
部

注
意
事
項


